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件 名 

Ｃ３棟各執務室の通信器材及び什器移

設等役務（その２） 

ＤＩＨ－ＬＧ－２６００７ 

防衛大臣承認 令和  年  月  日 

作    成 令和 ８年 ４月 ２２日 

改    正 
令和  年  月  日 
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作成部隊等名 情報本部画像・地理部 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，情報本部画像・地理部（以下，“官側”という。）の執務室の移設等に係る役務（以

下，“本役務”という。）について規定する。 

1.2 引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をな

すものであり，特に版を指定するもののほかは，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，引用文書に定める内容が，この仕様書に定める内容と相違する場合には，法令等を除き，こ

の仕様書に定める内容が優先する。 

1.2.1 引用文書 

a) 法令等 

情報本部における立入禁止場所等に関する達（平成２０年情報本部達第４号） 

1.2.2 関連文書 

a) 法令等 

秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号） 

防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号） 

b）仕様書 

ＤＩＨ－ＬＧ－２５１１９ Ｃ３棟各執務室の通信器材及び什器移設等役務 

 

2 役務に関する要求 

2.1 本役務の概要 

 Ｃ３棟においては，情報本部の新たな体制／態勢に合わせ，大規模な執務室の区割り変更を行って

おり，この一環として，令和７年度には，情報本部画像・地理部内の執務室の区割り変更に伴うフロ

ア移設を完了したところである。令和８年度は，画像・地理部にとどまらず，情報本部他部を含めた

大規模な執務室の区割り変更に伴うフロア移設を行う計画である。 

 かかる情報本部内の執務室の区割り変更において，本役務は，官側の執務室に設置している通信器

材及び什器について，令和７年度に実施した画像・地理部内のフロア移設「Ｃ３棟各執務室の通信器

材及び什器移設等役務」（仕様書番号：DIH-LG-25119）を踏襲し，それぞれ官側が指定する移設先に

移設及び据付けするものである。また，移設に先立ち，執務室内の情報システム及び通信・電源配線

の詳細を確認し、その結果を基に配線の整理，敷設その他の必要な作業を実施する。 
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2.2 一般要求事項 

本役務における一般要求事項は，次のとおりとする。 

a)  契約相手方は，本役務の全部を下請負者，再委託先等に委託してはならない。また，本役務の一

部を下請負者，再委託先等に発注又は委託する場合にも，本役務の作業の実施中，契約相手方の

社員が常時継続的に現場において下請負者，再委託先等への指示・監督に当たらなければならな

い。 

b) 本役務の実施に当たり，契約相手方（下請負者，再委託先等を含む。）は，情報の漏えい若しくは

破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると知り，又は知り得べ

きソースコード，プログラム，電子部品，機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変

更を行わず，かつ，そのために必要な相応の管理を行うものとする。 

c)  本役務は，C3 棟の地下及び地上との間で複数回の通信器材等の移動（昇降には積載能力 1,150kg

（幅約 1.8m×奥行約 1.5m）のエレベータ１台のみ利用可能）を伴うほか，情報本部内の複数部局

の間での移設作業となる。その一方で，情報本部の運用に影響を及ぼすことのないよう限定され

た時間枠で移設作業を進める必要があることから，契約相手方は本役務の実施に当たり，官側と

念入りに調整を行うとともに，夜間及び土日祝日も含めた作業となることをあらかじめ承諾して

いなければならない。 

2.3 役務の実施場所 

本役務の実施場所は，東京都新宿区市谷本村町５番１号 防衛省市ヶ谷庁舎Ｃ３棟内とし，その細

部は図１のとおりである。 

 

図１ 役務の実施場所 
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2.4 役務期間及び実施内容・実施時期 

 本役務における役務期間及び実施内容・実施時期に関する事項は，次のとおりとする。 

a)  本役務の期間は，契約締結日から令和８年９月３０日（水）までとする。 

b) 本役務を役務の実施内容ごとに大別すると，表１に示す「フェーズ①」から「フェーズ⑥」まで

に区分けされ，それぞれの区分における実施内容・実施時期は，情報本部内のフロア移設の全体

スケジュールの中で，他の役務契約及び売買契約の実施時期と連携した上で決定する必要がある

ことから，契約相手方は，それぞれの区分の実施内容・実施時期について，官側と念入りな調整

を行った上で決定しなければならない。 

 

表１ 本役務の実施内容・実施時期 

 

 

2.5 通信器材及び什器の移設・設置 

 本役務における通信器材及び什器の移設・設置に関する事項は，次のとおりとする。 

a)  契約相手方は，本役務で移設する通信器材及び什器の種類，寸法，重量，数量等を把握し，移設

経路や設置場所を確認するため，本役務の締結後，速やかに役務実施場所に立ち入り，事前調査

を行わなければならない。 

b) Ｃ部屋からＤ部屋への移設（フェーズ③）においては，執務室の出入口の大きさの関係上，表２

に示す什器を一旦分解し，移設後に再組立によって原状復帰を行う必要があり，契約相手方は，

移設に当たりこれらの什器を，什器メーカーが推奨又は指定する正規の方法によって，分解及び

再組立をしなければならない。 
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表２ Ｃ部屋からＤ部屋への移設に当たり分解・再組立を必要とする什器 

 

 

c)  表２の什器のうち，番号１の個室型ワークブースは移動後の設置及び使用開始に当たり，管轄消

防署への届出（防火対象物工事等計画届出書及び防火対象物使用開始届出書）が必要であり，契

約相手方は，これらの届出において官側を支援しなければならない。 

d)  契約相手方は，移設した通信器材及び什器の執務室内の配置について，官側と調整して決定する。 

 

2.6 電源ケーブル及びＬＡＮケーブルの敷設 

本役務における電源ケーブル及びＬＡＮケーブルの敷設に関する事項は，次のとおりとする。 

a)  契約相手方は，各執務室の電源ケーブル及びＬＡＮケーブルの配線の現況を確認し，通信器材及

び什器の移設後に必要となる電源ケーブル及びＬＡＮケーブルを，床下フリーアクセスフロアを

使用して敷設する（ただし，グループ１に関しては，電力許容量を大幅に増やす必要があること

から，本役務とは別の契約により，分電盤を改修することとしており，グループ１の電源ケーブ

ルの配線についても，UPS 系統による情報システム向けの電源回路は当該別契約により実施され

る。）。また，什器の配席で適合する位置となるよう，床下から必要な電源ケーブル及びＬＡＮケ

ーブルを取り出すこととする。なお，既存ケーブルに損耗がなく引き続き使用できる場合には，

既存ケーブルを利用するものとする。 

b)  ＬＡＮケーブルの敷設に当たり，隣室からケーブルを引き込む必要のある執務室においては，床

下壁面に設けられた隣室からの通孔を経由して、ケーブルを引き込む。床下壁面の通孔が新たな

ケーブルを引き込むのに十分な大きさを有していない場合には，既存の通孔を拡大し，又は新た

な通孔を開口することとする。 

c)  敷設する電源ケーブル及びＬＡＮケーブルは，余長を有する長さとし，両端及び必要に応じて適

当な位置に回転ラベル等によって識別表示を行う。なお，識別表示の要領は，官側の指示による。 

d)  敷設するＬＡＮケーブル等の規格等は表３のとおりとする。 
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表３ ＬＡＮケーブル等の規格等 

 

 

e) 移設により不要となった既存ケーブル等は，官側の指示により契約相手方が撤去する。 

f) 電源ケーブルの敷設に当たっては，官側と調整の上，使用する通信器材の使用電力量を勘案し，

電源が特定の回路に集中しないよう配線を考慮して敷設しなければならない。万が一，通信器材

の配置後に電源に偏りがあることが判明した場合には，回路の組換えにより，これを是正しなけ

ればならない。 

2.7 タイルカーペットの更新 

本役務におけるタイルカーペットの更新に関する事項は，次のとおりとする。 

a) 契約相手方は，各執務室において，既存のタイルカーペットを撤去し，表４に示す規格のタイ

ルカーペットへの更新を行う。 

表４ タイルカーペットの規格等 
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b) タイルカーペット及びタイルカーペットの張替えに必要となる資材・機器については，契約相手

方が準備するものとする。 

c) 撤去したタイルカーペットは，契約相手方が処分する。 

2.8 光ファイバーケーブルの敷設 

本役務における光ファイバーケーブルの敷設に関する事項は，次のとおりとする 

a) 契約相手方は，Ｄ部屋で使用していた通信器材をＣ部屋でも継続使用できるようにするため，Ｄ

部屋に既設のラックからＣ部屋に新設するラックまで光ファイバーケーブルを敷設する。 

b) 光ファイバーケーブルは，図２の概略図を基準に敷設する。 

 

 
図２ 光ファイバーケーブルの敷設経路 

 

c) 敷設した光ファイバーケーブルには，両端及び必要に応じて適宜の位置に識別表示を行う。なお、

表示要領については，官側との調整による。 

d) 使用する光ファイバーケーブル及びラック等の規格等は，表５のとおりとする。 

e) 光ファイバーケーブル，ラック等及びこれらを敷設・設置するために必要となる資材・機器につ

いては，契約相手方が準備するものとする。 

f) 光ファイバーケーブルの敷設後，芯数のすべてにおいて光損失試験，光パルス試験を実施し，性

能規格値（光伝送路特性および電気的特性）を満たしていることを確認する。 
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表５ 光ファイバーケーブル及びラック等の規格等 

 

 

2.7 壁紙の敷設 

本役務における壁紙の敷設に関する事項は，次のとおりとする。 

a) 契約相手方は，各執務室において，図３に指定された面に壁紙を敷設する。 

 

図３ 壁紙敷設の概略図 

 

b) 敷設する壁紙の規格等は，表６のとおりとする。 

c) 壁紙及び壁紙の敷設に必要となる資材・機器については，契約相手方が準備するものとする。 
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表６ 壁紙の規格等 

 

 

d) 壁紙の敷設に先立って，適切な下地処理をする。なお，Ｄ部屋においては，壁紙を敷設する一部

の壁面にスクリーンが取り付けられていることから，これを撤去した上で，下地処理を行うこと

とする。また，スクリーンの撤去に伴い，当該スクリーンに映写する液晶プロジェクタ２台（天

井から吊下設置）をあわせて撤去する。液晶プロジェクタの撤去後に残った通孔については，適

当な方法により閉鎖する。 

2.8 パーテーションの撤去・敷設 

本役務におけるパーテーションの撤去・敷設に関する事項は，次のとおりとする。 

a) 契約相手方は，図４の概略図を基準に，Ｄ部屋のパーテーションを撤去し、新たに同室の別の個

所にパーテーションを敷設する。 

 

 

図４ パーテーション撤去・敷設の概略図 
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b) 敷設するパーテーションの規格等は，表７のとおりとする。 

c) 光ファイバーケーブル，パーテーション及びパーテーションを敷設・設置するために必要となる

資材・機器については，契約相手方が準備するものとする。 

 

表７ パーテーションの規格等 

 

 

d) 契約相手方は，パーテーションの設置に当たり，必要なアスベスト調査を行う。 

e) Ｄ部屋の天井に既設されている消火設備について，新たに敷設するパーテーションの区画に適合

するよう，適切な位置に移動させる。 

f) パーテーションの敷設及び使用開始に当たり，契約相手方は，管轄消防署への届出（防火対象物

工事等計画届出書及び防火対象物使用開始届出書）において官側を支援しなければならない。 

g) 既設のパーテーションに据え付けられている電源コンセント，照明スイッチ等は，新たに敷設す

るパーテーションの適当な位置に移設する。壁面に設置されている空調センサーを，新たに敷設

するパーテーションによって区切られた区画内に入るよう，適当な位置に移設する。 

2.9 養生 

契約相手方は，本役務の履行に当たり廊下，ドア等に適切な養生を行い，移設する通信器材等及び

施設に損害を与えないこと。 

なお，養生に必要な材料は，契約相手方が準備する。また作業終了後は，保護剤及び施設の養生に

使用した資材は取り外し，契約相手方がすべて回収する。 

2.10 損傷発生時の対応 

施設又は資材に何らかの損傷が生じた場合は，速やかに官側に報告するとともに，契約相手方の責

任及び費用負担により修復を行うこと。 

2.11 使用部材 

 本役務の履行に必要な部材に関する事項は，次のとおりとする。 

a) 本役務の履行に必要な台車，据付用部材等は，契約相手方が準備する。 

b) 契約相手方は，書類等を梱包するための資材として，表８を基準として支給するものとし，契約

後速やかに官側に搬入する。 

c) 作業後不要となった上記 b)の部材は，契約相手方が処分する。 
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表８ 官側に支給する梱包資材 

 

 

2.12 本契約の履行に必要な細部の調整 

この仕様書に定めるもののほか，本契約の履行に当たり細部の調整が必要な場合には，契約相手

方と官側で調整して決定するものとする。 

 

3 品質保証 

3.1 監査・検査 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 その他の指示 

4.1 情報の保全等 

 情報の保全等は，次のとおりとする。 

a) 契約相手方は，契約履行上，直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らしてはな

らない。 

b) 契約相手方は，本役務の履行に当たり，電子計算機，可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・記録機

器を持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は，事前に官側と調整し，防衛省が規定す

る関係規則類に基づき，許可を得るものとする。 

c) 契約相手方は，持ち込み及び持ち込み使用する電子計算機，可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・

記録機器に対し，複数のウィルススキャンソフトでウィルス等の混入がされていないことを確認

し，その結果を官側に提示するものとする。

4.2 立入手続 

 立入禁止場所への立ち入り等については，次のとおりとする。 

a) 契約相手方は，本役務の履行に当たり必要となるＣ３棟の立入禁止場所への立入手続について，

情報本部における立入禁止場所等に関する達に基づき，官側と調整の上，行うものとする。なお，

立入りの申請が許可されるまでには期間を要することから，契約相手方は，本契約の締結後，速

やかに申請の手続を行わなければならない。 

b) 立入禁止場所への立入の申請を行うに当たっては，秘密保全に対する意識が十分に涵養される， 

  立ち入りにふさわしい人物をもって充てること。 

c) 立入禁止場所の入退室及び作業に当たっては，官側の立会者の統制に従うこと。 
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4.3 官側の支援 

 契約相手方は，次の事項について官側の支援を必要とする場合には，官側と調整し，無償で官側の

支援を受けることができる。 

a) 現地における官側が保有する電話，電力及び水等の使用 

b) 現地における本役務の履行に必要な官有器材及び施設等の利用 

c) その他，官側が必要と認めた事項 

4.4 廃材の処理 

 本役務の履行等により廃材が生じた場合は，契約相手方が処分する。なお，スクリーン，プロジェ

クタ，パーテーションその他の撤去部材について，廃材として処分の対象とするか否かは，官側が判

断する。 

4.5 仕様書に関する疑義 

 仕様書の内容に疑義が生じた場合は，契約担当官等に申し出てその指示を受ける。 

 


